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扶養について・・・失業給付の手続き後、基本手当日額により健康保険の被扶養者となれない場合があ

ります。詳しくはご家族の所属の事業所にお問い合わせ下さい。

求職申込み手続きのご案内

求職申込み手続きは、どのハローワークでも受け付けています。 
ただし、雇用保険受給手続きなどを行う場合は、住所を管轄するハローワークで手続きする必要 
があります。

雇用保険受給開始までの求職申込み手続きの流れ 

＜窓口＞

①ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）で
求職申込み情報を入力（仮登録）する

※「求職申込書」（筆記式）もご用意しています

申込み手続きを行う
（申込み内容や希望条件の確認など）

求職申込み受付完了（ハローワーク受付票を交付）

オンライン上の求職登録完了 
(オンライン登録者) 

②ご自宅のパソコンやスマートフォンから
ハローワークインターネットサービスにアクセスし
求職者マイページアカウント登録を行う

＜窓口＞  

職業相談、求人情報の提供、応募書類の作成アドバイス、職業紹介などの
各種サービスをご利用いただけます

申込み方法①：ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で、求職申込み情報を入力（仮
登録）後に、窓口で申込み手続きを行う。

          ※ 求職申込書（筆記式）もご用意しています。

申込み方法②：ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから、「ハローワークインターネッ
トサービス」にアクセスし、オンライン上の求職登録を行う。（※雇用保険の受給手
続きを行う場合は、ハローワーク窓口での追加の手続きが必要です） 

アカウント登録完了後１４日以内に求職情報を登録し、
求職者マイページを開設する。 

給付を受給するハローワークの相談窓口でのご相談 
(※受給資格決定日と同日でも可) 

扶養について 
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求職申込み手続きへのアクセス先のご案内

＜留意事項＞
 ・ 求職者マイページは、ハローワークおよびハローワークインターネットサービスを利用して就職活動を

行うことを希望する方を対象に、求人情報の検索・閲覧など仕事探しに必要なサービスを提供するもので
す。 

 ・「求職者マイページ」を開設するには、ハローワークへの求職登録が必要です。求職が無効となった場合、
一部サービスが利用できなくなります。 

 ・ マイページを開設するには、ログインアカウントとして使用するメールアドレス、パソコン、スマート
フォンなどが必要です。なお、利用規約およびプライバシーポリシーに同意いただく必要があります。

求職者マイページのご案内

ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設すると、ご自宅のパソコン
やタブレット、スマートフォンから以下のサービスが利用でき、お仕事探しがより便利になります。
開設を希望する方は、窓口にお申し出ください。 
○ 求人の検索条件や気になった求人を保存することができます。 
○ ハローワークでご紹介した求人内容や応募履歴を確認することができます。
○ メッセージ機能により、応募した求人の担当者とやりとりできます。ハローワークから求人情

報やお知らせをお送りする場合もあります。 
○ 登録した情報の確認や変更ができます（※雇用保険の失業給付等を受給されている方は、変更内容によって、別途

給付窓口での手続きが必要になる場合があります。詳しくは受給をされているハローワーク窓口までお問い合わせください。）。

○ ハローワークから職業紹介（オンラインハローワーク紹介）を受けることができます。 
○ 求人に直接応募（オンライン自主応募）することができます。 

※オンライン自主応募はハローワーク紹介とはならないため、再就職手当等の受給を検討 
されている方はご注意ください。 

二次元

バーコード
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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